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企業や自治体の活動によって生じる環境への負荷を低減するよう、配慮・改善するための

一連のしくみが『環境マネジメントシステム』です。 

環境マネジメントシステムは、下図のように、PDCA サイクルを繰り返すことで、取り

組みを継続的に改善し、環境配慮行動を推進していくしくみのことです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（1）福生市環境マネジメントシステム導入の目的 

地球温暖化に象徴される地球環境問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄などの社会経済

システムを背景にした日常生活や事業・活動に伴うもので、我々のライフスタイルの一日も

早い見直しが求められています。 

こうした背景のなか、福生市は、福生市環境基本計画や福生市地球温暖化対策実行計画等

の環境保全のための計画を策定し、各種施策を展開しています。これらの計画を効率的かつ

効果的に推進して各計画の目標達成を目指すとともに、環境への負荷の低減に取り組むた

めに、福生市環境マネジメントシステムを構築し、その実施と維持を図ります。 

同時に、環境配慮取組を通じて日々の業務状況を把握し、改善につなげる機会とします。 

 

（2）福生市が運用する環境マネジメントシステムについて 

福生市は、自治体の環境に関するネットワークづくりを目的として発足した「環境自治

体会議」が制定した規格『環境自治体スタンダード』（略称『LAS-E』（ラス・イー）：

Local Authority’s Standard in Environment の略）を平成 20 年度から導入し

平成 25 年度まで運用してきました。平成 26 年度以降はこの LAS-E 規格を運用してき

た土台を活用し、福生市独自の環境マネジメントシステム（略称：『F-e』（エフ・イー）：

Fussa environmental management system の略）として運用しています。 

環境マネジメントシステムとは 

福生市環境マネジメントシステム 

Plan 

Action Do 

Check 

目標の設定 

…事務局、専門家 

目標の達成状況と個々の取

り組み内容を確認・検証 

 

確認・検証を受け

て、課題の是正・改

善措置 

 

事業活動における環境負荷

の低減に向け、目標を設定 

 

目標の達成に向けて行動計

画を作成し、環境配慮行動

を推進 

目標達成状況の確認 

…事務局、専門家 

（監査チーム） 

2030 年の高い目標にむけた、 

継続的なステップアップ 

 

継続的に

改善する 

環境マネジメントシステムに取り組む目的 
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F-e の運用において、福生市が使用する用語は、次のように定義します。 

【システム全般】 

用語 定義 

F-e（エフ・イー） 平成 20 年度から運用を図ってきた『LAS-E』（ラス・イー）

規格を土台とした福生市独自の環境マネジメントシステム 

F-e 運用年度 8 月 1 日～7 月 31 日 

※新年度の取組・運用の有効期間 

※前会計年度終了後、エネルギー使用量実績等を集計・評価→

新年度目標案の検討→環境推進委員による審議・決定という

手続きを要するため。 

F-e 対象範囲 

 

① 市が管理する施設（市役所、公民館、中央体育館、図書館

等） 

② 指定管理者が管理する施設（福祉センター、児童館、地域

体育館、市民会館） 

③ 市立小・中学校 

基本指針 福生市環境基本方針をいう。環境基本計画基本目標に同じ。 

目標 取組項目及び数値目標の総称 

取組項目 数値的な目標ではなく、行政として、また、一事業所として、

地球温暖化対策に配慮した業務の進め方や地域へ波及するよ

うな取組を実施しているかどうかで判断できるもの。 

数値目標 基本的には、地球温暖化対策実行計画で掲げた削減目標や環境

基本計画等の達成目標に基づき、目標値としたもの。「第５次福

生市地球温暖化対策実行計画」の計画期間中（令和６年度～12

年度）は同じ値を使用する。 

ゼロカーボンシティ 2050 年に CO2（二酸化炭素）を実質ゼロにすることを目指

す旨を公表した地方自治体。福生市は令和７年２月にゼロカー

ボンシティ宣言を実施している。 

点検・評価（＊） 監査チーム（市民、環境政策の専門家）により、市内事業者が

取り組む環境配慮行動を確認するとともに、優良な取組を市民

へ発信し、行動変容を促す。 

＊点検・評価については、令和７年度に再定義 

F-e の用語と定義 
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【組織の定義】 

組織 定義 

環境推進委員会 市長、副市長、教育長及び部長・参事で構成する最高決定機関。

委員長（＝市長）は F-e の運用について決定権を有し、環境推

進委員会の総括をはじめ、F-e 管理運営上のすべての責任を負

う。 

推進事務局 環境政策課。F-e 運用状況の調整・集約や環境推進委員会等推

進組織との連絡調整、各種庶務を所管する。 

実行部門 F-e の対象となる事務事業を所管する課・施設における、基本

的に全職員（市職員、教員、会計年度任用職員、指定管理者の

施設職員を含む）。F-e の運用に際し、環境推進委員会で定めら

れた取組等を実践。日常業務を通じて具体的な環境配慮行動や

環境関連施策の遂行に取り組む。 

実行責任者 実行部門を課・施設単位で統率する責任者。課長、学校長、施

設責任者、指定管理者責任者等が担当。F-e 運用上必要な調査、

教育・指導、取組の推進を行う。 

監査チーム ゼロカーボンシティに向けて、市内事業者の取組を確認・発信

することで、市民等の行動変容を促すための組織。市民、環境

政策の専門家により組織される。 

 

【事務事業の定義】 

用語・事務事業 定義 

環境に関連する計画 総合計画、環境基本計画、都市計画マスタープラン、

緑の基本計画、一般廃棄物処理基本計画など 

環境影響事業 （公共事業） 公共工事（道路建設、宅地造成・公共施設建築など）

の実施において、騒音や振動の発生等で環境に配慮す

る必要のある事業をいう。 

（イベント事業） イベントの開催において、大量のごみの排出等で環境

に配慮する必要のある事業をいう。 
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福生市環境推進委員会 

委員長：市長 

副委員長：副市長 

委員：教育長、部長・参事 

●F-e 運用に関する必要事項の最高決定

機関 

●全体の方針の決定・指示（委員長） 

●全体の方針を踏まえた具体的な方針の

協議・決定・指示（委員） 

F-e 推進体制と役割 

 

《庁内推進組織》 

監
査
チ
ー
ム 

（
市
民
、
環
境
政
策
の
専
門
家
） 

 
 

 

●
事
業
者
が
取
り
組
む
環
境
配
慮
行
動
を
確
認 

●
事
業
者
の
優
良
な
取
組
を
市
民
へ
発
信 

→

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
に
向
け
て
、
市
民
の 

行
動
変
容
を
促
す
。 

目標設定依頼 

検討結果報告 

点検・評価依頼 

点検・評価結果報告 

推進事務局（環境政策課） 

●福生市環境推進委員会事務局  ●目標の設定（専門家と設定） 

●F-e 運用状況の調整・集約   ●各組織との連絡調整 

●各種庶務 

各種調査・報告  協議・相談 

運用状況の調整・集約  連絡調整 

 

 

 

 

 

実行部門 

施設所管課 

その他部署 

F-e 対象職員（基本的に全職員） 

進行管理、調査 研修、指導 

実行責任者 
（対象組織の課長・学校長等） 

 

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
運
用 

 

実
施
方
針
等
の 

指
示
（
指
示
に
対
す
る
現
場
の 

報
告 

を
含
む
） 
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ト
ッ
プ
方
針
策
定

目
標
設
定

取
組
実
施
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研
修
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組
報
告
・
確
認

認
証
判
定

■

目
標
達
成
状
況
の
確
認

８月    ９月～    ９月   ９～10 月 翌年２～３月  3～6 月   ６月 

 

 

市が管理する全施設が対象となります（小・中学校や指定管理者制度導入施設も含みま

す）。 

また、システムの運用にあたり、課長及び学校長等は、日常の取組の実行責任者になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第三者機関による認証判定（システムの適正を図るため） 

 

 

 

 

 

環境負荷低減の取組を維持するためには、全ての職場において、職員一人ひとりの環境配

慮意識に基づいた取組が重要となります。 

職員ハンドブックの内容を十分に理解して、日常の業務の中で積極的に環境配慮行動に取

り組んでください。 

 

 

 

 

 

 

  

このハンドブックについて 

年間運用スケジュール 

F-e の対象範囲 
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○令和６年から令和 15年までの 10年間の計画 

○福生市の環境施策の基本指針 

基本目標１ 福生の自然や文化を伝えていきます 

福生市では、多摩川から玉川上水、崖線と続く水・緑のつながりの中に、歴史的価値の高

い文化財や、海外の影響を受けたスポットが点在しており、唯一無二のまちの雰囲気が作ら

れています。しかし、農地や樹林地が宅地に代わるなどして身近な自然は減少し、緑や水辺

の豊かさがゆるやかに失われつつあります。将来にわたって住み継がれる・選ばれるまちで

あるために、残された自然や文化の価値を再認識し、緑や水辺の質を損なわずに後世に引き

継ぐための不断の努力を続けていきます。 

基本目標２ 人と暮らし中心のまちをつくります 

明らかな人口減少段階に入り、少子高齢化の進展を実感する一方、 外国人住民が増え、

個人の多様な価値観・ライフスタイルが一層重視されるようになるなど、地域社会に大きな

変化が生じています。地域づくり活動も、こうした変化に合わせ、時間・場所にとらわれな

い新たな形が求められます。自由なスタイルでまちづくりに少しずつ関わる場を生み出し

ながら、一人ひとりが支えあいや自身の役割・居場所を感じられるような、新たなコミュニ

ティのあり方を考えていきます。 

基本目標３ 環境を考えライフスタイルを変えていきます 

気候変動や生物多様性の損失、海洋プラスチック問題など、世界規模の環境問題が取りざ

たされていますが、それらはすべて私たちの日々の生活と密接に関わっています。私たちの

行動に起因する問題が、遠く離れた国や地域、将来世代により深刻な影響を及ぼすという、

不公平もはらんでいます。環境のために我慢をするのではなく、今までの選択・行動を少し

変えることで、地球環境への貢献と快適・便利な暮らしを両立するような、前向きなアクシ

ョンを広めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

将来像

第 ２ 次 福 生 市 環 境 基 本 計 画 

 環境基本計画基本目標 
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第５次福生市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の要約（第５次計画 P14～23） 

１ 計画の目標 

令和 12 年度の事務事業における温室効果ガス排出量を 2,437,656kg-CO2 とします。 

※基準年度：令和元年度 

この目標の基準値は、第 2 次福生市環境基本計画に準じて令和元年度を基準年度とし、

次のように設定します。 

①過去の計画で対象外となっていた施設（防災関連施設等）も算定対象とし、令和元年度 

における当該施設のエネルギー使用量も含んで排出量を算定 

②電気由来の排出量については、令和元年度の当該期間中に契約していた電気事業者の

排出係数を乗じた排出量を採用 

③燃料ごと排出係数及び地球温暖化係数は、最新の地球温暖化対策推進法施行令に基づ

く数値を採用 

以上の考え方に基づき、令和元年度基準値は 4,055,999 kg-CO2 となります。 

また、第 2 次環境基本計画では、国の気球温暖化対策計画における部門別削減率（公共

施設が該当する「業務部門」は、令和元年度実績値に対して 60.1％）を用いて令和 12 年

度の温室効果ガス排出量を設定しています。本計画もその方法に準じて令和 12 年度の最

終的な目標を設定するため、令和 12 年度の目標値は、2,437,656kg-CO2 となります。 

 

２ 目標達成に向けた取組 

①改修予定施設においてエネルギー効率の向上を重視する 

本庁舎において ESCO 事業を実施し、計画的に高効率機器への更新、エネルギー機器

の制御を進めます。また、「福生市施設保全・改修計画」において本計画期間中に改修工事

が計画されている施設では、工事実施と同時に省エネルギーのための措置を行い太陽光発

電システムの設置についても積極的に検討します。 

②継続運用施設においてエネルギー設備の運用改善を強化する 

  F-e に沿って、市有施設における環境配慮取組を実施し、エネルギー使用量の削減は、

「エコチューニング」実施手法例を参考に、施設ごとに可能な項目に最大限取り組みます。 

③多様な手法で再生可能エネルギーを活用する 

 市有施設の電力契約更新時には、再生可能エネルギー比率・排出係数を重視して導入し

ます。また、個別施設計画において予防保全・施設性能向上の対象となっている施設を中心

に、太陽光発電・太陽熱利用システムなどの再生可能エネルギー設備の導入を検討します。 

 ④公用車利用のさらなる適正化と、ゼロカーボン・ドライブを推進する 

  市内の通常移動は原則徒歩または自転車とし、会議等の参加は、公共交通機関やオンラ

イン会議システムの利用を検討し、公用車での出張を極力控えます。また、公用車を利用す

る際は、エコドライブの実施を徹底し、公用車の更新時には電動車を優先して検討します。 

 

３ 計画の推進 

計画の推進にあたっては、F-e により行動と実績数値の管理を行います。 

第５次福生市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 
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■エネルギー使用量を削減するための具体的な方法 

①不必要な電気は消す。 

②トイレ・給湯室・更衣室等の照明は、使用するときに点灯し、使用後は消灯する。 

③廊下の照明は、可能な箇所はできるだけ消灯する。 

④十分な採光が確保される場所では、照明はつけない。 

⑤時間外勤務中や休日出勤の場合は、必要な箇所のみ点灯する。 

⑥室内の温度：夏季 28℃、冬季 20℃を目安とし、気象状況等を考慮し、適切な室温管理を

図る。※設定温度ではなく室温 

⑦離席等で１時間以上パソコンを使わないときは、電源 OFF を徹底する。また、短時間（１

時間未満）であってもパソコンを使わないときには、スリープモード等を活用する。 

⑧電気機器類（パソコンを除く）は、使用していない時や週末・休みの前日に退庁するとき

には、コンセントを抜いて待機電力の節約に努める。 

⑨階段を利用し、エレベーターは使用しない（市民の案内やけが・病気等の場合を除く）。 

⑩私物の電気製品の使用や充電はしない。 

⑪退庁時にはパソコン本体、ディスプレイ、プリンターの電源を必ず切る。 

⑫最後に帰る人は、課内のパソコンやコピー機等電気機器類の電源の切り忘れを確認する。 

⑬始業前、保安上必要な場合を除き、午前８時 15 分までは照明をつけない。 

《空調設備使用時におけるエネルギー等削減手法例と効果》 

削減手法例 
効果 

冷房 暖房 

温度設定１℃緩和 年間 14.8kg-CO2 削減 年間 25.9kg-CO2 削減 

使用時間１時間短縮 年間 9.2kg-CO2 削減  年間 19.9kg-CO2 削減 

こまめなフィルター掃除 年間 15.6kg-CO2 削減 

《パソコン使用時におけるエネルギー等削減手法例と効果》 

削減手法例 
効果 

デスクトップ型 ノート型 

使用時間１時間短縮 年間 15.4kg-CO2 削減 年間 2.7kg-CO2 削減 

 

■紙の使用量を削減するための具体的な方法 

①原則として、用紙は両面印刷（コピー）を徹底し、必要に応じ縮小機能を活用する。また、

パソコンからの印刷出力に際しても、両面印刷設定を積極的に利用する。 

②プリンターは、消耗品コストが高く電力消費も大きいため、利用は必要最小限にとどめ、

複数部数が必要なときは、原稿１部のみプリンターで作成し、コピー機の両面印刷機能や、

印刷機を活用する。 

具 体 的 に 行 動 す る こ と 

１ 各職場において環境配慮行動を実践すること 

全職員に共通した取組 
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③公文書以外の資料は、使用済み用紙の裏面利用とする。※公文書は、裏面利用は× 

④裏面再利用をする場合、マークのための印刷はしないこと。各自が必要に応じて赤ペン等

でしるしをする。※個人情報（住所や氏名等）にあたるものは裏面利用不可 

⑤ミスコピーを防ぐため、コピー使用前に印刷枚数やトレイなどの設定を確認し、使用後は

必ずリセットボタンを押す。 

⑥会議資料等は工夫して極力簡素化し、作成部数の適正化を徹底する。 

⑦資料等の簡易な修正は、２本線で修正するなど「見え消し」処理する。 

⑧印刷物は配布先や内容を精査し、必要最小限のページ数・部数とする。 

⑨情報政策課が管理する再生紙（コピー用紙）について、原則各課でストックをしない。 

⑩文書・資料の共有化を図る。電子データを共有できるものは印刷しない。 

 

■ごみの排出量を削減するための具体的な方法 

①紙類は、資源回収ボックスなどで分別を徹底し資源化する。 

②小さい紙類（名刺や付箋など）は、廃封筒や紙袋にまとめて資源化する。 

③不要となった書類も、裏面利用するなど可能な限り再利用する。 

④使用済みの封筒は、交換便や雑紙を入れる封筒として再利用する。 

※市長、副市長、教育長等理事者に対しても、封筒を必要とする場合は再利用封筒で！ 

⑤缶、ペットボトルなどの購入を控え、「マイカップ」の使用に努める。 

⑥割りばしの使用抑制に努め、「マイはし」を使用する。 

⑦個人が持ち込んだごみは持ち帰り、弁当の空容器等は販売店に戻す。 

⑧極力食べ残しをしない（食べれば食料、残せば廃棄物）。 

 

■水の使用量を削減するための具体的な方法 

①洗面所やトイレ使用の際には、必要以上に水を流さず節水に努める。 

②ふきん等を洗う際などはバケツ等を使い、水の出しっぱなしは絶対にしない。 

③水道使用後は、水栓がしっかり閉まっているか確認する。 

④施設の設置・改修の際には、節水機器を導入する。 

 

■物品を購入する際に留意すること 

①物品の調達量はできるだけ抑制し合理的な購入に努めるとともに、調達にあたっては環

境負荷の低減を図るため「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」（P4１、4２資料

集参照）に基づき環境物品を優先的に調達する。 

②印刷・コピー用の用紙（色付きを含む）は、再生紙の購入に努める。 

③印刷物は、古紙配合率のより高い再生紙を使用し、その旨を表示して市民に PR する。 

④印刷物は、必ず植物性のインク（大豆インク等）を使用し、その旨を表示して市民に PR

する。また、印刷業者へ証明書の提出を依頼する。 

⑤コピー機やプリンターのトナーカートリッジは、可能な範囲でリサイクル商品を購入す

る。また、使用後は回収業者に引渡し、詰め替えまたは再利用してもらう。 

⑥新規購入や買い替えの際には、製品に表示されている省エネラベルなどを参考に、省エネ
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性能に優れた製品を購入する。 

⑦使い捨て製品の購入はできるだけ控える。 

⑧物品等の購入時は簡易包装を要請し、梱包材や包装紙は納入業者に引き取らせる。 

 

 

 

 

自動車を運転することは、天然資源である石油を消費すると同時に、CO2 や窒素酸化物、

硫黄酸化物を発生させます。 

市内の移動には、原則として公用自転車を活用するよう努め、市外や荷物を運ぶ際など公

用車を利用する場合は、可能な限り電気自動車やハイブリッド車など環境負荷の少ない公

用車を利用してください。また、会議や研修への参加は、公共交通機関の利用やオンライン

会議システムの活用も検討し、公用車での出張をできるだけ控えましょう。 

 

 

 

 

必要性を吟味し、やむを得ず公用車を使用する際には、エコドライブの実践を徹底しまし

ょう。 

■エコドライブの取組事項（第５次計画 P30） 

①ふんわりアクセル「e スタート」 

②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転 

③減速時は早めにアクセルを離そう 

④エアコンの使用は適切に 

⑤ムダなアイドリングはやめよう 

⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備 

⑧不要な荷物はおろそう 

⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう 

⑩自分の燃費を把握しよう 

  

２ 市内の移動には公用自転車を活用し、市外への出張の際は公

共交通機関の利用、オンライン会議システムの活用を検討し、

公用車の使用機会を抑制すること          

３ やむを得ず公用車を使用する際は、エコドライブの実践を徹

底すること 
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 福生市が取り組む目標は、PDCA サイクルにより毎年度更新します。 

そのために毎年全職員を対象とした研修を行っています。 

目標は「取組項目と目標」をご確認ください。 

 

 

 

ふだん何気なく行っている事務活動ですが、実は次のような環境への影響が考えられます。

事務活動が環境に与える影響を十分に理解しましょう。 

■電気を使用すると… 

 

 

 

 

 

 

■灯油・重油を使用すると… 

 

 

 

 

 

■ガスを使用すると… 

 

 

 

 

 

■ガソリン車等を使用すると… 

 

 

 

 

認 識 ・ 理 解 す る こ と 

化石燃料を燃やす 

・CO2 の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

１ 福生市の環境面での基本方針である「福生市環境基本計画」

や「地球温暖化対策実行計画」およびそれらの目標を認識す

ること 

２ 日常の事務活動によって地域の環境や地球環境にどのよう

な影響を及ぼしているのかを認識・理解すること 

発電のために 

化石燃料を燃やす 

・CO2 の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出 

・化石燃料、天然ガスの使用 など 

大気汚染・酸性雨 

資源の枯渇 

CO2 の増加による地球温暖化 

大気汚染・酸性雨 

資源の枯渇 

CO2 の増加による地球温暖化 

化石燃料を燃やす 

・CO2 の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

大気汚染・酸性雨 

資源の枯渇 

CO2 の増加による地球温暖化 

化石燃料を燃やす 

・CO2 の排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物

質の排出     など 

大気汚染・酸性雨 

資源の枯渇・悪臭の発生 

CO2 の増加による地球温暖化 
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■水を使用すると… 

 

 

 

 

 

■紙を使用すると… 

 

 

 

 

 

■事務用品を使用すると… 

 

 

 

 

 

■廃棄物を排出すると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水道水が下水処理されるまでに 

・きれいな水から汚れた水へ 

・送水する時や下水処理する時に電気を使

用              など 

森林資源を使用 
・森林が伐採され森林資源が減る 

・森林が減少し CO2 の吸収量が減る 

・紙を製造する時に電気や化石燃料を使用                  

など 

資源の枯渇 

CO2 の増加による地球温暖化 

水質汚濁 

石油資源（プラスチック） 
森林資源（紙）の使用 

・森林が減少し CO2 の吸収量が減る 

・原料に化石資源を使用し、製造時に電気や

化石燃料を使用      など 

資源の枯渇 

CO2 の増加による地球温暖化 

可燃ごみの収集・焼却 

・CO2 を排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質

の排出 

・清掃工場での電気の使用 など 

大気汚染・酸性雨 

資源の枯渇・悪臭の発生 

CO2 の増加による地球温暖化 

廃棄物処分場の逼迫 

不燃ごみの収集・埋立 

・CO2 を排出 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質

の排出 

・埋立てによる土壌の汚染 

・埋立地からの雨水の浸出による水質汚濁       

など 

土壌汚染・水質汚濁 

悪臭の発生 

CO2 の増加による地球温暖化 

廃棄物処分場の逼迫 
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市議会議員、非常勤職員、庁舎や施設に常駐・常在する事業者を所管する部署では、次の

ような環境配慮の協力を要請してください。 

■市議会、常駐事業者等を所管する部署では 

①環境配慮行動への取組 

②社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・急加速の禁止等） 

③その他、業務・営業等において環境への配慮 

※文書で要請する場合には、「様式１」（P27）をご利用ください。 

《環境配慮要請をする対象者の例》 

担当部局 要請対象者 

議会事務局 市議会議員 

契約管財課 市庁舎管理委託業者 

環境政策課 川の志民館 

会計課 指定金融機関 

公民館（さくら会館） 福生市シルバー人材センター、施設管理委託業者等 

関係部署 非常勤職員 

 

 

 

 

庁舎や施設に出入りする事業者に接する部署では、次のような環境配慮の協力を要請して

ください。 

■庁舎・施設に出入りする事業者に対しては 

①物品の納入の場合には、必要最低限の包装（過剰包装の禁止） 

②物品納入時の包装容器の持ち帰り 

③弁当などの空容器の回収 

④職員への不必要なチラシ配布の自粛 

⑤社用車の環境に配慮した運転の励行（アイドリングストップや急発進・急加速の禁止等） 

⑥その他、業務・営業等において環境への配慮 

※文書で要請する場合には、「様式２」（P28）をご利用ください。 

 

 

 

１ 市議会議員、非常勤職員、庁舎・施設に常駐・常在する事業

者等に対し、環境配慮の要請を行うこと 

各部署・施設での取組 

 

２ 庁舎・施設に出入りする事業者等に対し、環境配慮の要請を

行うこと 
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《庁舎・施設に出入りする事業者等に要請する内容例》 

担当部局 要請対象者 要請内容例 

全 所 属 

物品の納品や打ち合わせのために

出入りする事業者 

○梱包材等の持ち帰りの徹底 

○社用車でのエコドライブ励行 

職員を客とした生命保険、旅行会

社等で庁舎内に出入りする事業者 

○職員へのチラシ配布の自粛 

○社用車でのエコドライブ励行 

店屋物・弁当・飲み物等を販売す

るために出入りする事業者 

○事業活動で生じた廃棄物の分別を

徹底するとともに、省資源・再資源

化に努めること 

○社用車でのエコドライブ励行 

 

 

 

市民が利用する公共施設では、利用者に電気・ガス・冷暖房等の消し忘れの確認やごみの

持ち帰りなど、環境配慮への協力を呼びかけてください。 

※必要に応じて「様式３」（P29）をご利用ください。 

 

 

 

 

①公共工事を行う場合、「福生市環境物品等の調達に関する基本方針」や「東京都環境物品

等調達方針（公共工事）」等に沿って、工事の計画、設計、発注、施工を行います。 

②公共施設の解体を行う場合、建設リサイクル法等の関係法令を遵守してください。 

③公共施設の新築や建替え、設備更新の際には省エネ化、再エネ化を具体的に検討し可能な

限り導入を進めてください。 

 ※福生市市有施設省エネルギー・再生可能エネルギー推進指針（P33、34 資料集参照） 

 

 

 

 

■策定済みの計画について 

環境に関連する計画は、情報スペースやインターネット上で広く公開してください。 

※現在、紙媒体でしか存在しない計画についても、スキャナ機能を利用して PDF ファイ

ル化するなど、インターネットなど電子媒体での閲覧ができるよう努めてください。 

■策定中の計画について 

策定中の環境に関する計画について、ホームページや広報を通じて、途中経過を随時公開・

提供してください。 

【公開・提供する事項】 

○策定組織の会議内容、公開される会議、説明会の開催日 

○委員の公募  ○市民意見の募集  ○素案・原案等の内容 など 

 

５ 環境に関連する計画について内容（策定中の場合は途中経過）

を公開・提供すること 

４ 公共工事等の際に環境配慮に取り組むとともに、調達時には

エネルギー消費量や排出係数が低減する手法を検討すること 

 

３ 公共施設の利用者に対し、環境配慮の要請を行うこと 
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■策定中・策定予定の計画について 

計画の立案及び策定段階においては、審議会や市民会議の設置、アンケート調査やパブリ

ックコメントを実施するなどして、広く市民の意見を聞く機会を設けるとともに、市民意見

を反映させた計画を策定してください。 

 

 

 

 

■対象となる施策・事業について 

環境に関する施策や次の事業等については、ホームページや広報により、その情報を市民

に公開してください（国や都の事業を含みます）。なお、時期は、発注（契約）後、速やか

に公開することとし、その内容を推進事務局へ報告してください。 

【環境に関する施策・事業等】 

○生態系の回復・保全、水環境の改善につながる事業 

○緑化事業 

○地球温暖化防止に貢献できる事業 

○その他環境にプラス要素のある事業 など 

 

 

 

 

■対象となる事業について 

次の事業については、ホームページや広報により、その情報を市民に公開してください（国

や都の事業を含みます）。なお、公開後、その内容を推進事務局へ報告してください。 

【環境に影響を与える公共事業】 

 ○道路の新設＝事業決定後、速やかに公開してください。 

 ○宅地造成等開発事業＝事前協議が終了後、速やかに公開してください。 

 ○その他、環境に影響を与える公共事業 

  

７ 環境を保全・改善する施策・事業（公園・緑地・水辺整備等）

について、その内容を公開・提供すること 

８ 環境影響事業について、環境に影響を与える内容（騒音・振

動、廃棄物の排出、自然の減少など）を公開・提供すること 

６ 計画の策定や改定の際には環境配慮を土台とし、立案・策定

段階から市民参加の機会を設けること 



- 17 - 

 

 

 

 

 第５次計画の数値目標を達成するために、運用改善に資する取組として、エコチューニン

グの実施手法例を要約し記載します（第５次計画 P28～29）。 

 

 

 

 

 

 様々なタイミングで環境に関する活動や取組等の情報に触れ学ぶことができるよう、あ

らゆる手段を使って情報発信や環境学習に努めます。 

  

 

 

 

 

  

９ 施設のエネルギーを管理する部署・施設では、エコチューニ

ング等の運用改善手法を最大限に実践し、その結果を検証す

ること【関係部署のみ】 

 

各職場において、職務に応じた環境配慮の工夫をすることも効果的です。 

P９～11 の取組も参考に、楽しみながら考えてみてください。 

10 日常の事務活動を通じて実践できる環境配慮行動や、市民等

と協働して取り組む環境保全活動、環境に関する情報発信や

環境学習に努める 
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環境推進委員会は、委員長に市長を、副委員長に副市長を据え、各部長・参事により組織さ

れた「最高決定機関」です。 

委員長により招集され、F-e を効率的・効果的に進めるための戦略を立てることが最大の

役割です。 

 

 

 

■具体的には 

①前年度の結果や、推進事務局が集約した現場の意向等に基づき、新年度の新たな取組や目

標について委員長が全体の方針を示し、委員は委員会で協議・共有して自身の所管部署の

実情を踏まえた具体的な方針とし、実行部門に示していきます。 

 特に委員においては、委員長と実行部門を繋ぐ役割を担います。 

②F-e 推進のための関連組織の構成員（委員等）を指名・決定します。 

 

 

 

■具体的には 

①取組結果や推進事務局の報告などに基づき、取組状況や実績を評価し、改善策を検討しま

す。 

②評価・見直しをしたら、必要に応じて、実行部門や推進事務局に対して改善を命じ、具体

的な対策・対応を講じるよう指示します。なお、改善命令に基づく是正措置については、

是正通知・報告書により実施します。 

 

 

 

 

■具体的には 

①評価・見直しに基づく指示のほか、より効果的・効率的な運用のための施策の検討等につ

いて、推進事務局に指示します。 

②環境推進委員会の開催に関する庶務業務の実施を推進事務局に指示します。 

 

 

 

環境推進委員も、市の事務事業を所管する職員であり、実行部門の構成員です。一般の実

行部門と同様に、目標達成に向けた推進・達成のための行動を実践します。 

  

庁内推進組織：環境推進委員会の役割 

１ 取組項目、目標など F-e の運用に必要な事項を決定すること 

２ F-e の運用に関する評価・見直しを行うこと 

３ 推進事務局に対して、F-e の運用に関して必要な指示を出す

こと 

４ 実行部門と同様に目標達成に向けた取組を実践すること 



- 19 - 

 

 

 

実行責任者は、各職場での環境に関する取組を統率し、その運用状況を常に把握するよう

努めてください。 

※実行責任者の役割については、課長や校長等だけでは実施しきれない場合があります。各

職場の状況等必要に応じて、係長・副校長等に実行責任者の役割を分担してください。 

 

 

 

 

■具体的には 

所管するエネルギー使用量、再生紙購入量、ごみの排出量等について、推進事務局の指示

に基づき、四半期ごとに「環境負荷排出量調査」（報告様式１（P31））により報告してくだ

さい。 

※新規施設は毎月の調査を実施する等、一部の部署・施設を除く。 

 

 

 

 

■具体的には 

環境に影響するものや関連するものの取組は市民への公開、市民の参加、市民との協働を

視野に入れた取組を進めてください。 

 

 

 

グリーン購入の徹底や環境に配慮した公用車の利用などは、日常業務と直結しています。

実行責任者は、事務活動を通じて環境配慮行動が徹底されるよう、所管する職員の業務を管

理してください。 

■具体的には 

①実行責任者は、所管の職員の環境配慮行動の取組状況を把握し、指導します。 

②各所属で実施する事業や発注する商品等について、グリーン購入などの環境配慮がなさ

れているかどうか、決裁時に確認し指導してください。 

③出張命令を出す際に、利用する交通手段を確認するよう指導してください。 

 

 

 

環境に関する意識の醸成やハンドブックに基づいた環境配慮行動が各職場において推進

されるよう、所管の全職員に対して周知・確認する機会等を設けてください。 

庁内推進組織：実行責任者（課長･校長等）の役割 

４ 各職場において、環境配慮に関する周知・確認を行うこと 

１ 事務活動に伴うエネルギー使用量やごみの排出量等につい

て、四半期ごとにその実績を報告すること 

３ 所管の職員の環境配慮行動の徹底について管理すること 

２ 環境に影響または関連する計画や事業については市民との

協働に向けた取組を視野に入れ、進めること 
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■周知・確認する内容 

①ハンドブックに記載されている内容 

②環境に関するニュース等 

■具体的には 

研修方式やテスト方式、メール方式など職場の状況に適した方式により行ってください。 

 

 

 

■具体的には 

環境に関する意識の醸成やハンドブックに基づいた環境配慮行動が、各職場において推

進されているか確認を行ってください。 

 

 

 

 

 

■具体的には 

①実行責任者は、所管職員の環境配慮行動の取組状況について、定期的に確認をお願いしま

す。 

②環境配慮に関する周知・確認や実行責任者自らが受講した場合には、P30 の運用状況チ

ェックシートを活用し記録に残してください。 

③指定管理者制度導入施設や外部施設を有する課は、その施設での取組が徹底されるよう

に指導・支援をお願いします。 

  

６ 各課・施設における F-e の取組状況を定期的に点検し、環境配

慮に関する周知・確認や実行責任者自らが受講した場合には、

記録を残すこと 

５ 職場における周知・確認については、効果を確認すること 
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■指定管理者による取組 

指定管理者は、F-e のルールに従って、市の職員と同様に、日々の事務活動の中で環境配

慮のための取組を実践してください。具体的な取組内容については、この職員ハンドブック

を参考にしてください。 

また、指定管理者自らが ISO などの環境マネジメントシステムを運用している場合には、

その旨を推進事務局（環境政策課）までお知らせください。 

 

■実行責任者の役割 

指定管理者の中で、施設の管理業務に直接関わる責任者は、F-e で言うところの「実行責

任者」として、システムの具体的な運用（取組）の管理、関係職員に対する周知・確認、関

連調査への協力などの業務を担当してください。 

なお、実行責任者の具体的な役割については、職員ハンドブック「実行責任者の役割」

（P19、20）を参考としてください。 

 

■一般の職員は 

指定管理者は、業務に携わる職員全体で、職員ハンドブック（P９～11）を参考に取組を

実践してください。 

 

 

 

 

 

  

指定管理者制度導入施設における取組 

１ 指定管理者が管理する公共施設（指定管理者制度導入施設）

においても、F-e の目標達成に向けた取組を実践すること 

 

関係する部署では、今後新たに指定管理者と協定・契約等を取り交わす際に、指定管

理者にも事務事業を通じて環境配慮行動に協力するよう、特記事項として明記してくだ

さい。 

※特記事項については、「特記仕様書」を参考にしてください。 

（公開羅針盤契約係キャビネットにあります） 
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※F-e 推進事務局である環境政策課が中心となって取り組みます。 

 

 

F-e に関する組織体制については、P４の組織図のとおりとします。また、責任体制につ

いては、P4４～4７「福生市地球温暖化対策実行計画の策定並びに環境マネジメントシス

テムの実施及び推進組織の設置に関する要綱」において明確にしています。 

なお、P２、３「用語の定義」においても、その意義・役割等を示しています。 

 

 

 

■環境政策課の役割 

①F-e を効率的・効果的に推進していくため、環境推進委員会を定期的に開催するよう、会

議日程等を調整します。 

②会議を通じ、全庁的な環境配慮の取組や事業の実施等を提案していきます。 

③会議を開催した際には、必ず内容を記録します。 

 

 

 

 

■環境政策課の役割 

①環境問題に対する職員の認識と理解を深め、より効果的に F-e を推進していくことを目

的に、全職員を対象とした研修会を定期的に開催します。 

②市の施設を拠点に事業活動を行う市議会議員や社会福祉協議会職員等にも積極的に環境

配慮行動に協力してもらうため、研修会への参加を促します。 

③研修会の開催が困難な場合には、①の目的達成に向けた意識啓発の取組を実施します。 

 

 

 

 

■環境政策課の役割 

福生市の環境に関する基本指針である「福生市環境基本計画」をはじめ、基本計画の基と

なる「福生市環境基本条例」についても広く市民に周知するために、情報スペース、インタ

ーネット等で閲覧できるようにします。 

  

市としての取組 

３ 全ての職員に対して、環境問題に関する研修会を定期的に開

催すること 

１ 環境への取組に関する組織体制や責任体制を明確にすること 

４ 環境に関する基本指針を誰もが閲覧できるように公開・提供

すること 

２ 環境推進委員会の定期的開催を促進すること 
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■環境政策課の役割 

①福生市環境基本計画や地球温暖化対策実行計画、F-e に関する目標の進捗状況や達成状

況について、定期的に情報スペース、インターネット等で閲覧できるようにします。 

②F-e 運用のエネルギー削減効果等については、適宜ホームページ等を通じて市民に公開

します。 

 

 

 

 

■環境政策課の役割 

①事務活動に伴う環境負荷の発生量については、年４回、四半期ごとに実施している「環境

負荷排出量調査」（報告様式１（P31））を通じて、各課・各施設に照会します（一部の部

署・施設を除く）。 

②この調査結果は、今後の行動計画や目標設定に活かしていきます。 

③環境負荷の排出量については、ホームページ等を通じて市民に公開します。 

 

 

 

■環境政策課の役割 

①環境基本計画に基づく実行計画を中心に、各担当部署で実施している環境関連事業の予

算額を把握します。 

②環境関連事業の予算規模と推移を把握することにより、今後の事業構築や事業展開に活

かしていきます。 

③環境関連事業予算の推移については、ホームページ等を通じて市民に公開します。 

 

 

 

 

 

  

５ 環境に関する目標の進捗状況や達成状況を定期的に公開・提

供すること 

６ 事務活動に伴う環境負荷の発生量（エネルギーや水・紙の消

費量、ごみの排出量など）を定期的に把握し、公開すること 

７ 環境に関する事業予算の推移を定期的に把握し、公開すること 
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これまで述べてきたとおり、F-e の運用状況を定期的に点検するため、推進事務局であ

る環境政策課から実行責任者・各部署等に対して、いくつかの調査を依頼します。 

内容としては次のとおりとなります。ご協力をお願いします。 

 

■地球温暖化対策実行計画・環境基本計画実行計画推進のための状況調査 

調 査 種 別 様式 
調査 
回数 提 出 時 期 

環境負荷排出量調査 報告様式１ 
４回 

（＊） 

四半期ごと 

第１期：７月（４月～６月分） 

第２期：10 月（７月～９月分） 

第３期：１月（10 月～12 月分） 

第４期：４月（１月～３月分） 

＊ 新規施設は毎月の調査を実施する等、一部の部署・施設を除く。 

 

■F-e 運用状況調査 

調 査 種 別 様式 
調査 
回数 提 出 時 期 

想定値調査  報告様式 2 １回 原則、６月 

   

 

■F-e 想定値変更様式 

種 別 提 出 時 期 

想定値変更申請書 原則、環境負荷排出量調査第 2 期、第 3 期の提出時期と同時期 

      

  

F - e 関 連 取 組 の 運 用 状 況 調 査 一 覧 
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令和５年度までは、第４次計画に則り、防災関連施設を除くすべての施設において、各施

設のカテゴリ及び令和元年度実績値に基づき目標値を設定していました。また、想定値につ

いては全ての部署・施設において、全ての項目を対象に、業務予定や過年度実績（定常状態）

等に基づいて想定される使用量を、各部署・施設で算出し設定していました。 

 しかし、目標値について、第５次計画では防災関連施設も温室効果ガス排出量の算定対象

としていること、想定値について、想定値を意識して本来達成すべき目標値へのアプローチ

が十分でなかったことが課題でした。 

 

 そこで、第５次計画期間における新たな仕組みを、次の２、３のとおり示します。 

 

 

 

①目標値は、推進事務局（環境政策課）が防災関連施設を含めた全ての施設について設定し 

提示します。 

 設定方法については、第５次計画（P1６～21）に則り、令和４年度実績値に基づき期待

削減値を算出します。 

②目標値は、計画期間中（令和６～12 年度）において、同じ値を使用します。 

③目標値を設定する項目は、電気、電気以外のエネルギー、自動車利用によるエネルギー使

用量の３項目のみを対象とします。 

 資源の枯渇に係る項目（再生紙、廃棄物、水道水）については、目標値を設定しません。 

④目標値の設定は、電気、電気以外のエネルギー使用量の２項目については施設のみを対象

とします。また、自動車利用によるエネルギー使用量の項目については、全部署・施設（実

行部門）を対象とします（施設以外でも自動車を所管している部署があるため）。 

⑤対象外の部署については、目標値を設定しません。 

 

 

 

①全ての部署・施設において、再生紙の使用量、市有施設における可燃系事業廃棄物、市有

施設における可燃系一般廃棄物、市有施設における水道水の使用量の４項目を対象に、業

務予定や過年度実績（定常状態）等に基づいて想定される使用量を、各部署・施設で算出

し設定します。（一部施設の調査対象外項目は除きます。） 

②想定値は、毎年度設定します。 

③想定値は「目標（目指すべき数値）」ではないため、低い値であれば良いという訳であり

ません。実績値との差異が小さいことが望まれます。 

④理由や根拠を明らかにした上で、想定値を設定してください。  

F - e 目 標 値 及 び 想 定 値 の 設 定 方 法 

１ 令和５年度までの仕組みと課題 

２ 目標値の設定方法 

３ 想定値の設定方法 
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※F-e 関係様式については、すべて公開羅針盤キャビネット

に保存してあります。 
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様式 １ 
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様式 ２ 
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様式 ３ 
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様式 ４ 

＝原油換算シート＝ 

様式 ５ 
＝運用状況チェックシート＝ 
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【温暖化】 

 

 

【資源の枯渇】 

 

  

対象年度 対象期間 課名 内線番号
1期

※３ヶ月の合計走行距離

Ⅰ照明 ※各月の使用量 ①燃料の種類　：ガソリン

単位 4月 5月 6月 1期合計

電気 kWh 0 № 単位 普通・小型 軽乗用車 普通貨物車 小型貨物車 軽貨物車 特殊用途車 バス

km

Ⅱ熱 ※各月の使用量 km

単位 4月 5月 6月 1期合計 km

都市ガス ㎥ 0 km

ＬＰＧ ㎥ 0 km

灯油 Ｌ 0 km

Ａ重油 Ｌ 0 km

軽油 Ｌ 0 km

km

Ⅲ車(燃料） ※各月の使用量 km

単位 4月 5月 6月 1期合計 km

ｶﾞｿﾘﾝ Ｌ 0 km

軽油(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ) Ｌ 0 km

天然ガス Ｌ 0 0 0 0 0 0 0 0

①燃料の種類　：ディーゼル

№ 普通・小型 普通貨物車小型貨物車 特殊用途車 バス

km

km

km

km

km

km

0 0 0 0 0

①燃料の種類　：天然ガス

№ 全ての車種

km

km

km

km

km

Ⅲ車（走行距離）

②車の種類　―――――→

②車の種類　―――――→

調査対象施設名（課名） 職員数 記入者名

入力対象について

●担当課について必ず１つのファイルを提出してください。

担当課についてのデータを記入するときは、「調査対象施設名」に

課名を

記入 して下さい。

すべての調査項目がなしの場合でも、記入・提出をお願いします。

●外部施設、指定管理施設 を担当課で持つ場合、

新たなファイルとして「調査対象施設名」の欄にその施設名を御

記入

のうえ、数値の記入・提出をお願いします。
※対象施設資料を参考にしてください。

記入枠の足りない場合は、「追加分」シートへ

対象年度 対象期間 課名 内線番号
1期

Ⅰ再生紙 ※各月の枚数を記入してください

①再生紙(印刷・コピー用紙)

紙のサイズ 単位 単位あたりの重さ（ｇ） 4月 5月 6月 1期合計

Ａ４ 枚 4 0 0

Ａ３ 枚 8 0 0

Ｂ５ 枚 3 0 0 0

Ｂ４ 枚 6 0 0

②上記サイズ以外

紙のサイズ 単位 単位あたりの重さ（ｇ） 4月 5月 6月 1期合計

0 0

0 0 0

0 0

Ⅱ可燃ゴミ※各月の排出量 ※小学校および中学校は記入の必要ありません

単位 4月 5月 6月 1期合計
40L袋　可燃系ごみ 袋 0
重さ　可燃系ごみ kg 0

Ⅲ水 ※各月の使用量

単位 4月 5月 6月 1期合計
水道 ㎥ 0

調査対象施設名（課名） 職員数 記入者名

記入枠の足りない場合は、「追加
分」シートへ

報告様式１ 
＝環境負荷排出量調査報告書＝ 
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＝想定値調査＝ 

 

報告様式２ 
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福生市市有施設省エネルギー・再生可能エネルギー推進指針 

 

１.適用対象 

本指針の適用対象となる市有施設は、庁舎、学校、福祉施設、体育施設、文化施設、 

道路、公園等の市が所有し管理する全ての施設とする。 

ただし共同住宅である市営住宅については、共用部分（エレベーター、廊下、集会室 

等）のみとする。 

 

２.適用時期 

本指針は、平成26年度から適用する。 

 

３.用語の定義 

本指針で使用する用語は、本指針中に定めるもののほか、次のとおりとする。 

「新改築」とは、次の工事区分に該当する施設整備事業を指すものとする。 

・新築：新設となる施設の建設 

・改築：既存施設と異なる敷地での施設の改築（移転）又は同一敷地における施設の

改築（建替え） 

・増築：既存施設の敷地における施設の建設 

「大規模改修」とは、建築物の主要構造部（壁、柱、はり、屋根、階段）を残した全 

面的な改修で、いわゆるスケルトン工事（建築物の主要構造部分(基礎や柱・梁・外

壁・屋根など)をそのまま残して、他の内装や設備機器等をすべて取り替える大規模な

改装・改修工事）を指すものとする。 

「ＢＥＭＳ（ベムス）」とは、建物全体の更なる省エネルギーを目的として、リアル 

タイムに建物のエネルギー情報を解析し、自動的に建物の室内環境とエネルギー性能

の最適化を図るシステムをいう。 

「再生可能エネルギー」（以下「再エネ」という。）とは、化石燃料に代えて太陽光 

等の資源が枯渇しないエネルギーをいう。 

「再エネ設備」とは、化石燃料に代えて再エネを活用し、建物の給湯、空調、照明等 

のエネルギーを供給することを目的とした設備をいう。 

「パッシブ類」とは自然光利用、日射熱利用、自然換気等の主として建物躯体の構造 

上の工夫により導入されるものをいう。 

 

４.福生市環境マネジメントシステムの運用 

（1） 福生市環境マネジメントシステムの対象職員（以下「職員」という。）全員

が、市有施設の運用対策（エネルギーを消費する設備・機器の運用改善に係る温室効 

果ガスの削減対策をいう。）として行うべき省エネルギーに配慮した取組を実施 

する。 

（2） 職員が取り組むべき省エネ活動を担保する体制整備やその手順詳細等につい

て、福生市環境マネジメントシステムハンドブックに具体的に記載している。福生市 
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環境マネジメントシステム実行部門においては、これを十分に活用する。 

 

５.省エネルギー推進について 

（1） 施設の新改築、大規模改修又は設備更新の機会に合わせ、省エネルギー設備

（以下「省エネ設備」という。）の導入、断熱性能の強化、施設緑化及び雨水利用等 

も含め企画段階において検討する。 

（2） 施設の新改築又は大規模改修においては、「省エネ・再エネ東京仕様」（平成

23年7月東京都財務局、環境局）を十分に留意し、検討する。 

（3） 既存施設においては、大規模改修の場合を除き、設備更新の標準的な周期を参

考に、設備の劣化状況等を勘案の上、更新の機会に合わせて省エネ設備の導入を検 

討する。 

（4） 改築、増築、大規模改修や既存施設への設備導入にあたっては防衛省関連補助

金や環境関連補助金等の活用、または民間活用としてESCO事業の活用を検討する。 

（5） 施設の新改築又は大規模改修においては、最小区画での電気配線、照明、空調

設計により、運用におけるエネルギー使用量を最小限に抑えるための方法について 

検討する。 

（6） 施設の新改築又は大規模改修においては、将来的にＢＥＭＳ導入を視野に入れ

た各エネルギーの区画ごとの使用量の見える化、制御機能について十分に留意し、 

検討する。 

（7） ＢＥＭＳ導入にあたっては、設計担当、維持管理運転担当との綿密な連携を図 

り、維持管理運転体制を見据えて検討する。 

 

６.再生可能エネルギー推進について 

（1） 普及拡大を進めるべき再エネを施設において率先して積極的に活用することに

より、二酸化炭素排出量を最大限削減する。 

（2） 本指針において対象とする再エネ設備は太陽光発電設備、太陽熱利用設備、パ

ッシブ類とする。 

（3） 施設の新改築においては、企画段階で必ず再エネ設備の導入について検討す

る。 

（4） 既存施設においては、再エネ設備の導入の機会となり得る設備更新の企画段階 

で、必ず再エネ設備の導入について検討する。 

（5） 改築、増築、大規模改修や既存施設の設備導入にあたっては防衛省関連補助金

や環境関連補助金等の活用、または民間活用としてESCO事業の活用を検討する。 

（6） 再エネ設備ごとの特徴を踏まえ、施設に適した再エネ設備の導入を検討する。 

 

７.指針の見直しについて 

この指針については、国や他団体のエネルギー施策の状況やエネルギー技術開発の 

動向等に合わせ、適宜見直しを行う。 
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福生市電力の調達に係る環境配慮方針 

  

（目的）  

第１条 この方針は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進

に関する法律（平成19年法律第56号。以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、法第

11条第１項に定める方針として、福生市（以下「市」という。）が行う電力調達契

約の競争入札の実施に際し、環境に配慮した電力調達を行うために必要な事項を定

め、もって市における温室効果ガス等の排出の削減を推進することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この方針において「環境に配慮した電力調達」とは、市が行う電力を調達する

ための契約の競争入札に係る入札参加資格の判定に際し、電気事業法第２条第１項

第３号に規定する小売電気事業者（以下「電気事業者」という。）の電力供給事業

における環境への配慮の状況について、環境評価項目を基準として評価した上で実

施する電力調達をいう。  

（対象組織等）  

第３条 この方針は、市が競争入札により電力を調達する際に適用する。  

（環境評価項目）  

第４条 この方針における環境評価項目は、次のとおりとする。  

（１）基本項目 

ア 二酸化炭素排出係数 

イ 未利用エネルギーの活用状況 

ウ 再生可能エネルギーの導入状況 

（２）加点項目 

ア 省エネに係る情報提供、簡易的ディマンドリスポンスの取組・地域における再

エネの創出・利用の取組 

（評価）  

第５条 市が行う電力調達契約の入札に参加を希望する電気事業者は、前条に定める環

境評価項目を、別表の「福生市環境に配慮した電力調達契約評価基準」（以下「評

価基準」という。）により算定し、その評価点等を福生市環境に配慮した電力調達

契約環境評価項目報告書（別記様式第１号。以下「報告書」という。）に記載し、

市長に提出するものとする。この場合において、当該年度内に評価点等に変更があ

った場合は、その都度市長に提出するものとする。  

２ 市長は、電気事業者から提出された報告書の内容を確認し、各電気事業者の評価の

結果について福生市電力の調達に係る環境配慮方針に基づく評価結果について（別

記様式第２号）により電気事業者に通知する。  

（入札参加資格）  

第６条 入札参加資格は、次のとおりとする。  

（１）経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版）に示された望ましい

方法に準じて電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数を算定、
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開示していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者で、電

源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から１年間に限って開示予定

時期（事業開始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示し

たものとみなすこととする。 

（２）第４条で定める基本項目及び加点項目について、別表により算定した評価点

の合計が70点以上であること。 

（方針の見直し）  

第７条 この方針は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するよ

う、社会情勢等を踏まえつつ、必要に応じて見直すものとする。 

（その他）  

第８条 この方針により定めるもののほか、競争入札による電力調達に係る環境評価等

について必要な事項は、別に定める。 

  

 

附 則  

この方針は、平成24年１月19日から施行する。  

 

附 則  

この方針は、平成25年11月20日から施行する。  

 

附 則 

この方針は、平成26年12月22日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、平成27年11月22日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、平成28年11月24日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、平成29年11月30日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、令和元年６月６日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、令和３年６月１日から施行する。 
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附 則 

この方針は、令和５年６月１日から施行する。 

 

   附 則 

この方針は、令和６年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この方針は、令和７年６月１日から施行する。 
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別表（第５条関係）  

福生市環境に配慮した電力調達契約

評価基準 環境評価項目 

区 分 評価点 

前年度の１ｋＷｈ当たりの二酸化炭

素排出係数（調整後排出係数）※

１  

（単位：ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ）  

0.000以上 0.375未満  70 

0.375以上 0.400未満  65 

0.400以上 0.425未満  60 

0.425以上 0.450未満  55 

0.450以上  0.475未満 50 

0.475以上 0.500未満 45 

0.500以上 0.520未満 40 

0.520以上 ０ 

前年度の未利用エネルギー活用状況  

※２  

0.675％以上  10 

０％超 0.675％未満 ５ 

活用していない ０ 

前年度の再生可能エネルギー導入状

況  ※３ 

15.0％以上 20 

8.0％以上 15.0％未満 15 

3.0％以上 8.0％未満 10 

 ０％超 3.0％未満 ５ 

 導入していない ０ 

・省エネに係る情報提供、簡易的デ

ィマンドリスポンスの取組 

・地域における再エネの創出・利用

の取組 ※４ 

取り組んでいる ５ 

取り組んでいない ０ 

 

※１ １ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数）とは、小売電気事業者

の事業者全体の調整後排出係数（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法

律第117号）（以下「温対法」という。）に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が公

表したもの又は温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの）をいう。 

 

※２ 前年度の未利用エネルギー活用状況とは、前年度の未利用エネルギーによる発電

電力量（送電端）（ｋＷｈ）を前年度の供給電力量（需要端）（ｋＷｈ）で除した

数値をいう。  

（算定方式）  

前年度の未利用エネルギーの活用状況（％）＝（前年度の未利用エネルギーによ

る発電電力量（送電端）÷前年度の供給電力量（需要端））×100 

未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に

係る活用分を含む。（ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エ

ネルギー活用分については含まない。））をいう。  

（１）工場等の廃熱又は排圧 
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（２）廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関

する特別措置法（平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。）第２条

第３項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。） 

（３）高炉ガス又は副生ガス  

 

未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに

該当しないものと混燃する場合は、次の方法により未利用エネルギーによる発電量

を算出する。  

（１）未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実

測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。  

（２）未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エ

ネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用

エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全

体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。  

 

※３ 前年度の再生可能エネルギー導入状況とは、次の（１）から（５）に示した再  

生可能エネルギー電気の利用量（ｋＷｈ）を前年度の供給電力量（需要端）（ｋＷ

ｈ）で除した数値をいう。ただし、（１）から（５）の再生可能エネルギー電気の

利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。  

（１）自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から

購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギ

ー電源が特定できる非ＦＩＴ非化石証書の量（送電端（ｋＷｈ）） 

（２）グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由

来するものとして認証されたグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量に相当するグ

リーンエネルギー証書（電力）の量（ｋＷｈ） 

（３）Ｊ－クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジッ

トの電力相当量（ｋＷｈ） 

（４）非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギ

ー電気に係る非化石証書の量（ｋＷｈ） 

（５）非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別

できるトラッキング付非ＦＩＴ非化石証書の量（ｋＷｈ） 

（算定方式）  

前年度の再生可能エネルギーの導入状況（％）＝（前年度の再生可能エネルギー

電気の利用量（送電端）（（１）＋（２）＋（３）＋（４）＋（５））（ｋＷｈ）

÷前年度の供給電力量（需要端）（ｋＷｈ））×100 

再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再

エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギ

ー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000ｋＷｈ未満。ただし、揚水発

電は含まない。）、地熱及びバイオマス）による電気を対象とする。 



- 40 - 

 

※４ 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の

省エネルギーの促進、電力圧迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域にお

ける再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。 

 

具体的な評価内容として、 

・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること 

・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要

家に対し経済的な優遇措置を実施すること 

・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定しているこ  

と 

・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 

などが挙げられる。 

 

なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報

提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等に

おける情報提供や毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象となら

ない。 

 

（注）電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について、前年度

分が公表されるまでの間に、別記様式第１号を市に提出する場合にあっては、別表

中「前年度」とあるのは「前々年度」と、「前々年度」とあるのは「前々々年度」、

「当該年度」とあるのは「前年度」と読み替えるものとする。 
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平成 13 年 10 月 25 日 

平成 22年 4月 1日改定 

平成 28年４月１日改定 

 

福生市環境物品等の調達に関する基本方針（グリーン購入）について 

 

 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）第 10 

条の規定により、地方自治体においても、毎年度、環境負荷の低減に資する原材料、部

品、製品及び役務（以下「環境物品等」という。）の調達方針を作成し、方針に基づき

調達を推進する努力義務が課せられている。 

よって、福生市が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項

を定めるものである。 

1 環境物品等の調達推進の基本的考え方 

毎年度、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、

環境物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調達方針」という。）を作成し、当

該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行う。 

①物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、環境保全の

観点が考慮事項となる必要がある。価格や品質などとともに、環境負荷の低減に資す

ることが物品等の調達契約を得るための要素のーつとなり、環境負荷の低減が可能か

どうかを考慮して調達を行うものとする。 

②環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染・水質汚濁、生

物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をできる限り包括的に

とらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等のライフスタイル全体

についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択する必要がある。 

③環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制するよう、物品等の合理

的な使用等に努めるものとし、環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加す

ることのないよう配慮する。また、調達された物品等について、長期使用や適正使用、

分別廃棄などに留意し、環境負荷の低減が着実に発揮されるように努める。 

 

2 特定調達品目及び判断の基準並びに特定調達品目等の調達の推進に関する基本的事

項 

（1）基本的考え方 

ア 判断基準を満たす物品等についての調達目標の設定 

 各担当課は、調達方針について特定調達品目ごとにその判断の基準を満たすもの

（以下「特定調達物品等」という。）について、毎年度、調達目標を設定するものとす

る。 

イ 判断基準等の性格 

 すべての環境物品等は、相応の環境負荷低減効果をもつものであるが、判断の基準
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は、様々な環境物品等の中で、各担当課の調達方針における毎年度の調達目標の設定

の対象となる物品等を明確にするために定められるものであり、環境物品等の調達を

推進するに当たっての一つの目安を示すものである。したがって、判断の基準を満た

す物品等が唯一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるもの

ではない。各担当課においては、判断の基準を満たすにとどまらず、環境物品等の調

達推進の基本的考え方に沿って、ライフスタイル全体にわたって多用な環境負荷項目

に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望まし

い。 

 なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるもので、品質、機能等、

調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格について別途確保される

必要があるのは当然である。 

ウ 公共工事の取扱い 

 公共工事については、各担当課の調達の中でも金額が大きく、また市が率先して環

境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施することは、民間事業者の取組を促す効

果も大きいと考えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る

特定調達品目に含めたところであり、積極的にその調達を推進していくものとする。 

（2）特定調達品目及びその判断の基準等 

 

        別記のとおり（注） 

 

（3）特定調達品目等以外の環境物品等 

役務については、基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少数にとどまる

が、特定調達品目等を用いて提供される役務なども環境負荷の低減に潜在的に大きな

効果があると考えられることから、各担当課においては、これからの環境負荷の低減

に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げて行くよう努めるものとする。 

 

 

（注） 

＜別記＞ 

なお、別記「特定調達品目及びその判断の基準等」は、環境省が作成する「環境物品

等の調達の推進に関する基本方針」別記と読み替えることとします。国は商品動向を鑑

みほぼ毎年改正を行っています。 
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事 務 連 絡  

令和５年３月８日  

 

 関係各位 

 

福生市生活環境部       

環境政策課長 岸 野  満  

 

福生市環境物品等の調達に関する基本方針（グリーン購入）における印刷

用紙の取扱いについて 

 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第 100号）第 10

条の規定により、地方自治体においても、毎年度、環境負荷の低減に資する原材料、部

品、製品及び役務（以下「環境物品等」という。）の調達方針を作成し、方針に基づき

調達を推進する努力義務が課されていることから、福生市においても、標記基本方針を

定めています。 

 昨今、国内の古紙需給環境の変化に伴い、グリーン購入法の基本方針が規定する特定

調達品目のうち、「印刷用紙（色上質紙、画用紙等）」について入手が困難な状況が続い

ています。 

これを受け、本年２月 24 日に閣議決定された環境省の「環境物品等の調達の推進に

関する基本方針」（以下、「環境省基本方針」という。）において、印刷用紙の判断の基

準等が次のように見直されました。 

・古紙パルプの最低保障の配合率を「60%以上」から「40%以上」に引き下げ 

・総合評価値を「80点以上」から「70点以上」に引き下げ 

※今回の基準の見直しは３年間の時限的措置となります。 

印刷用紙の調達に当たっては、適切に御対応いただければと存じます。 

なお、印刷用紙の調達において特定調達物品の調達が困難となる場合には、国等の業

務・事業の継続を確保するため、代替品の納入が認められること、契約後に特定調達物

品の納入が難しいことが確認できた場合も同様の取扱いをすることが、令和４年 12 月

14日にグリーン購入法関係省庁等連絡会議で決定されました。 

 福生市の基本方針は、環境省基本方針に準じているため、同様の対応とします。 

 

※「印刷用紙」はコピー機、複合機等で使用される「情報用紙」とは異なります。 

※環境省基本方針は公開羅針盤キャビネットに掲載していますので、合わせて御確認く

ださい。 

 

問合せ                 

福生市生活環境部環境政策課環境政策係  

担 当  寺町             

内 線  2534             
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福生市地球温暖化対策実行計画の策定並びに環境マネジメントシステムの実

施及び推進組織の設置に関する要綱 

平成20年７月１日要綱第35号 

改正 

令和４年４月１日要綱第17号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市における地球温暖化対策を図るための福生市地球温暖化対策実

行計画（以下「実行計画」という。）の策定並びに実行計画推進のための環境マネジ

メントシステム（以下「システム」という。）の実施及び推進体制に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（システムの構築及び実施） 

第２条 システムは、環境自治体スタンダード（特定非営利活動法人環境自治体会議環

境政策研究所が考案した環境配慮や環境政策に取り組むための仕組みを自治体が確

立及び運用をし、その取組内容が環境自治体としてふさわしいかどうかを評価するた

めの基準。以下「ＬＡＳ－Ｅ」という。）に基づき、市が独自に構築する。 

２ システムの実施に当たっては、ＬＡＳ－Ｅに定める取組項目（以下「共通実施項目」

という。）及び市の独自の目標（以下「独自目標」という。）を設定し、その取組状

況について、評価及び見直しを行うものとする。 

（システムの適用対象） 

第３条 システムは、市が行う事務事業（委託により実施するものを除く。）に適用す

る。 

（推進組織の設置） 

第４条 実行計画の策定及びシステムの適切な運用（以下「システムの運用等」という。）

を図るため、環境推進委員会、環境マネージャー会議、実行部門及び推進事務局を置

く。 

（環境推進委員会） 

第５条 環境推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、市長、副市長、教育長及

び部長（福生市庁議等に関する規則（昭和51年規則第20号。以下「庁議規則」という。）

第２条第１号に規定する部長をいう。）をもって組織する。 
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２ 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長には市長を、副委員長には副市長をもって充てる。 

４ 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠

けたときは、その職務を代理する。 

５ 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 実施計画の策定に関すること。 

(２) システムの共通実施項目、独自目標その他システムの運用に関する必要な事項

の決定に関すること。 

(３) システムの運用等に関する評価及び見直しに関すること。 

(４) 環境マネージャー会議及び推進事務局に対するシステムの運用等に係る必要

な指示に関すること。 

(５) その他システムの運用等に関し必要な事項に関すること。 

６ 推進委員会は、必要があると認めるときは、環境マネージャー会議に対し、前項に

掲げる事項について調査及び調整をさせることができる。 

（環境マネージャー会議） 

第６条 環境マネージャー会議は、課長等（庁議規則第２条第２号に規定する課長及び

学校長をいう。以下同じ。）のうち、推進委員会委員長が指名をした者をもって組織

する。 

２ 環境マネージャー会議に議長を置き、委員の互選により定める。 

３ 環境マネージャー会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) システムに定める取組方法及び改善策に関する事項等に関すること。 

(２) 内部監査に関すること。 

(３) その他システムの運用等に必要な事項の協議等に関すること。 

４ 議長は、前項に規定する事項の協議等の結果について、推進委員会に報告するもの

とする。 

（実行部門） 

第７条 実行部門は、システムの対象となる事務事業を所管する部署の職員とする。 

２ 実行部門は、システムの運用等に際し推進委員会及び環境マネージャー会議が定め

た事項その他必要な取組を履行するものとする。 
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３ 実行部門に実行責任者を置き、所管の課長等をもって充てる。 

４ 実行責任者は、推進委員会の指示に基づき、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) システムの運用等に関し、必要な調査に関すること。 

(２) システムの運用等に関し、所属職員に対する教育及び指導に関すること。 

(３) その他システムの運用等に必要な取組の推進に関すること。 

５ 実行責任者は、前項に規定する事項に係る結果を推進委員会に報告するものとする。 

（推進事務局） 

第８条 推進事務局（以下「事務局」という。）は、生活環境部環境政策課に置く。 

２ 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) システムの運用状況の集約並びに推進委員会、マネージャー会議及び実行部門

との連絡調整に関すること。 

(２) その他実行計画及びシステムの庶務全般に関すること。 

（目標設定チーム） 

第９条 システムの共通実施項目及び独自目標（以下「目標等」という。）を審議する

ため、目標設定チームを置く。 

２ 目標設定チームの委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。 

(１) 環境に関する市民会議の委員 

(２) 市の職員 

(３) 環境政策の専門家 

(４) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

４ 目標設定チームに代表委員及び副代表委員を置き、委員の互選により定める。 

５ 代表委員は目標設定チームの会務を総理し、副代表委員は代表委員を補佐するほか、

代表委員に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 目標設定チームの会議は、代表委員が招集し、かつ、会議の議長となる。 

（目標の設定等） 

第10条 目標設定チームは、目標等を審議し、推進委員会に報告するものとする。 

２ 推進委員会は、前項の規定による報告に基づき、目標等について協議し、決定する。 
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（監査チーム） 

第11条 システムの実施状況を監査するため、監査チームを置く。 

２ 第９条第２項から第６項までの規定は、監査チームについて準用する。この場合に

おいて、「目標設定チーム」とあるのは「監査チーム」と、「代表委員」とあるのは

「代表監査委員」と読み替えるものとする。 

（監査） 

第12条 監査チームは、次の事項について監査を行い、その結果を推進委員会に報告す

るものとする。 

(１) 独自目標の達成状況に関すること。 

(２) 共通実施項目の取組状況に関すること。 

(３) その他システムの運用に関すること。 

２ 監査は、年１回以上行うものとする。 

３ 第１項第２号に規定する事項に係る監査は、取組開始から３月を経過した後に行う

ものとする。 

４ 監査チームは、推進委員会に対し、監査の結果、取組が不十分な項目等について是

正を勧告するものとする。 

５ 推進委員会は、前項の規定による勧告を受けた場合は、速やかに必要な措置を講じ、

是正措置の完了後その結果を監査チームに報告するものとする。 

６ 監査チームは、前項の規定による報告があったときは、当該是正措置について再度

監査するものとする。 

（公表） 

第13条 市長は、実行計画の策定及び実施状況並びに前条に規定する監査結果及び環境

自治体会議から受けた認証の合否の判定について、市広報、市ホームページ等により

公表するものとする。 

（研修等） 

第14条 市長は、適正なシステムの運用に際し、職員に対し年１回以上システムの運用、

取組状況等に係る研修等を実施するものとする。 

（委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、システムの運用等に関し必要な事項は、市長が

別に定める。  
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